
 

 

 

 

 

■県民の皆さんが暴力団から被害を受けることがないように各種の施策を展

開します。 

■青少年が暴力団に加入することを防止するとともに、学校等の周辺に暴力

団事務所を開設することを禁止します。 

■暴力団に資金を提供したり、その活動に協力することを規制します。 

■暴力団が祭りに出店することや暴力団が祭りの運営に関わることを規制しま

す。 

暴力相談電話（島根県警察本部内） ０８５２―２１―９３０２ 
（受付２４時間） 

または、暴力追放県民センター ０８５２―２１―８９３８ 

そのほか、最寄りの警察署・交番・駐在所へご連絡下さい。 

島根県/島根県警察/島根県暴力追放県民センター 


